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■展望・解説■

ドイ､ｿの廃棄物マネージメント(Ⅱ）

建設混合廃棄物対策の動向
MunicipalWasteManagementinGermany

TrendinMixedConstructionWasteManagement

尚議＊KlausGellenbeck*・間宮尚

ｸﾗｳｽｹﾞﾚﾝﾍﾞｯｸTakashiMamiva

表1建設廃棄物の大分類と定義3）
1．はじめに

廃棄物コード’定義

314091建設行為で発生する鉱物系廃棄物弾詔瓦礫
建設廃棄物は建設行為から発生する産業廃棄物であ

るが，ドイツでは建設現場で発生する非鉱物系の混合

廃棄物はその組成から一般廃棄物に分類されている．

1996年10月に循環経済・廃棄物法（以下，循環経済

法)!)か施行されるまで，混合廃棄物は地元の自治体

や自治体から委託を受けた施設で処理されていた．建

設業に携わる企業の規模は千差万別であり，廃棄物の

発生場所が特定のう。ラントでないことから，処理義務

あるいはその管理義務を負っている自治体がリサイク

ル促進のための具体的な枠組み造りの一端を担い，助

言や管理を行っている．本報ではドイツの建設廃棄物

の全体像に触れた後に，自治体レベルでの建設混合廃

棄物処理の取り組みや問題点について述べる．

着路r事で利用された鉱物系資源で、

アスファルトを含むこともある
道路路面材 31410

汚染されていない自然の土砂・岩石、

利用された土砂・岩石
土砂・岩石 31411

建詔混合廃棄物'’912061建設行為で発生する非鉱物系廃棄物

は建設廃棄物は表1の4つに大分類され，ここで建設

混合廃棄物の廃棄物コードは90000番台の一般廃棄物

として定義されている．現場での分別が不十分な場合，

鉱物系成分を含めて混合廃棄物に分類され，地元の施

設でリサイクルされるか，地元の一般廃棄物用の最終

処分場（管理型に相当）にて処分されてきた．循環経

済法ではEU廃棄物法への移行の一環として,1999年

1月以降は現行のマニフェスト制度でEU廃棄物コー

ドが用いられるようになった．この廃棄物コードでは

混合廃棄物は鉱物系と非鉱物系に分類されており，後

者のみが一般廃棄物に分類されている．

2．建設系廃棄物の定義

ドイツの廃棄物マネージメントが先進的であること

の背景には目標の的確な設定と徹底した達成度の管理

がある．目的を設定する上で建設系廃棄物とは何か，

どのように処理区分をするべきかを問うことは重要で

ある．ドイツでは1993年に廃棄物に関する州間研究会

LAGA2)によって廃棄物の出所と特性を考慮した廃

棄物コードが設定された．例えば，鉱物系廃棄物は

30000番台，一般廃棄物は90000番台で，詳細な区分が

下4桁でなされている．

1993年に出された一般廃棄物処理指針TASI3)等で

3．建設廃棄物量の動向

連邦統計局4)が求めた1993年の廃棄物量を表2に示

す．建設廃棄物は約42％と多く，製造業，鉱業と合わ

せると約85％が産業に起因する廃棄物である．1993年

のリサイクル率は平均で約25％であり，製造業を除く

とリサイクル率は低く，影響の最も大きい建設廃棄物

表2廃棄物量（独連邦統計局4)）
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表3建設廃棄量とリサイクル率

（連邦統計局4),Kohler5))
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両 術省BMBFからの委託を受け，全ドイツの市と郡に

対して建設混合廃棄物の量，処理コスト，処理方法を

アンケートした．調査結果に基づく住民一人当たりの

建設混合廃棄物量の推移を図-1に示す．過去5年間の

建設混合廃棄物の発生量は平均的に減少傾向にあるこ

と，都市部における発生量が郡部での発生量よりも高

いことが分かる．これはインフラ，住民構成，建設需

要の差によるものである．旧東西ドイツで比較してみ

ると，旧東独では建設ラッシュを反映して混合廃棄物

発生量が高く，94年まで増加傾向にあった．一方，旧

西側では現場における建設瓦礫と混合廃棄物の分別が

進んで発生量が過去6年で半減し，この効果が卓越し

てドイツ平均でも減少した．

4．2建設混合廃棄物の構成

同委託研究の一環で建設混合廃棄物の構成を調査し

た結果を図-2に示す．これは旧東西の市部と郡部での

違いを示しており，分別されずに混合廃棄物として捨

てられているコンクリート塊等の量が地域によって相

当異なることが分かる．尚，対応する混合廃棄物の発

生量は旧西側都市部で38kg/(人・年),郡部で36kg

／(人・年)，旧東側都市部で232kg/(人・年),郡部

で195kg/(人・年)であり，旧東側で圧倒的に高く，
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のリサイクル率はわずか11%に過ぎない．

各建設廃棄物の発生量とリサイクル率を表3に示す．

発生量は土砂が圧倒的に多く，リサイクル率は建設瓦

礫や路面材と比較して混合廃棄物が低い5)．地域別の

リサイクル率を表4に示す．概して混合廃棄物のリサ

イクル率が低いが，人口密度の高い都市ではリサイク

ルが進んでいる6)．尚，表2～表4の廃棄物量，リサ

イクル率については他にもさまざまなデータが公表さ

れているが，ばらつきが大きく統一的なデータ取得の

難しさが伺える．

4．建設混合廃棄物

4.1建設混合廃棄物量の変化
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る直前に持ち込む傾向やコスト上昇後に発生量が低下

する傾向があるが，長期的には両者間には相互に反動

する関係がある9)．また図-5のドイツにおける建設廃

棄物の処理コストの推移を見ると，建設混合廃棄物の

処理コストが平均で3.5倍に上昇した一方で，鉱物系

廃棄物の処理費はほぼ横這いである，)．廃棄物の発生

者が極めてコストに敏感であることから，このコスト

上昇が現場での分別を促進し，混合廃棄物の発生量が

低下したことは推察に難くない．

5.2循環経済・廃棄物法の問題

循環経済・廃棄物法では廃棄物とは「その保持者が

除去したり，したいと思ったり，しなくてはならなかっ

たりする全ての可動なもの」で，「リサイクルすべき

廃棄物」と「処分すべき廃棄物」に分類される．「リ

サイクルすべき廃棄物」の処理方法は家庭ゴミを除く

と発生者が自治体や国の枠組みを越えて決定可能であ

るのに対し，「処分すべき廃棄物」は公的機関に提供

しなくてはならず，ドイツ国内で処分されることになっ

ている．

建設廃棄物の特徴は全体的に安全だが量が多いこと

にあると言われている．しかし，建設混合廃棄物に関

しては量が多いわけでも安全なわけでもない．定義と

は裏腹に鉱物分を多分に含んだり，時として有害物を

含んだりする．そのためリサイクルの前提となる選別

処理が不可能であったり，有害物で汚染されていたり

してリサイクルに回せない場合もある．建設混合廃棄

物が「処分すべき廃棄物」なのか「リサイクルすべき

廃棄物」なのかを具体的に表示した政令，州法，指針

は現在検討中であり，この分類が不明確なために混乱

が生じている．

5．3施設の立地条件

ドイツでは都市部の60%,郡部の40%が建設混合廃

棄物専用の選別施設を持っている．これは都市部にお

ける発生量が大きいことと，輸送距離が短いことに起

因する．自治体毎に処理コストを決定できるため，実

際の処理コストには50～800DM/Mgもの差がある．

「リサイクルすべき廃棄物」については使用する施設

の選択が発生者にあるため，混合廃棄物の域外処理が

経済的インセンティブを生むこともある．試算によれ

ば処理コストに100DM/Mgの差がある場合には10

In3コンテナ2台を連結して輸送するとして往復170

km以内ならば域外処理にメリットがある．この廃棄

物処理の自由化の中で自治体が新規に施設を計画する

場合には，周辺の建設需要の状況，予定処理コスト，

旧西側での分別が進んでいることが分かる．

図-2をもとに建設瓦礫を除いた組成を表示したのが

図-3である．これから瓦礫類を除く木材，プラスチッ

ク，金属紙，ガラス等の組成がほとんど変わらない

ことが分かる．また建設瓦礫とその他の混合廃棄物が

現場で十分に分別されており，かつ汚染されていなけ

れば，非鉱物系建設混合廃棄物の70％がリサイクル可

能である．

5．影響要素の分析と問題点

5.1処理コスト

循環経済法以前は建設混合廃棄物は地元の自治体あ

るいは委託業者に処理義務があった．そこで北ライン・

ウェストフアリア州では廃棄物州法8)においてリサイ

クルが促進されるように経済的インセンティブを創出

すべく自治体に要請した．自治体や委託業者はリサイ

クルの推進と最終処分場の有効利用という観点から現

場での分別を誘導すべく処理コストの設定やガイドラ

インの策定，展開を行ってきた．

一自治体が処理コストを変えた場合の建設混合廃棄

物の発生量の変化を図-4に示す．処理コストが上昇す
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輸送距離，周辺施設の状況等を鑑みて行う必要が生じ
た．

で規定された返却義務のある包装材を除いた紙やプラ

スチックを指す．混合廃棄物の処理コスト力塙いため，

分別を推進した方が経済的である．同資料の一例によ

ればコンテナ1個のリース賃と運送費（輸送時間1時

間）を設定して試算した結果，コンテナの設置場所に

余裕がある場合は徹底した分別回収が経済的にもより

魅力的であることが示されている（表5)．

6．建設現場での分別収集

建設廃棄物は一般に交換型のコンテナで収集され，

満杯になると搬出される．分別回収の範囲は建設規模

場所の制限，建設段階，予測発生量，法的指針に従っ

て発生者が決める．分別項目は建設瓦礫，木材金属，

有価物，有害物，その他の6つが有効であるが，一般

には6つのコンテナを同時に配置できる場合は少なく，

建設段階等を鑑みた計画が不可欠である．

ミュンスター市の廃棄物管理局がLASUへの委託

で作成した「建設混合廃棄物の環境に優しく経済的な

処理指針'0)」では分別回収のバラエティー，処理コス

ト，経済性，分別用コンテナの特徴，コンサルタント

先等が示されている．図6の例3のようにミュンスター

市では有価物と有害物とその他の3つの分別が最低ラ

インとされている．例2は例3をベースとして建設工

程に応じて建設瓦礫，木材，金属のいずれか一つを分

別項目に加えたものである．有価物とは包装材政令'1）

7．リサイクルの可能性

7．1選別施設の現状

既に見てきたようにドイツでは建設混合廃棄物は建

設瓦礫等の鉱物性成分を含んでいる．これらは木材，

金属，紙，プラスチック等と分離する必要があり，分

離後は建設廃材の建設瓦礫としてリサイクルできる．

従って，建設瓦礫リサイクル施設と建設混合廃棄物の

選別施設は相互に補完する関係にあり，隣り合って建

設されるのが望ましい．

選別では受け入れたスペースにおいてパワーショベ

ルで行う一次選別が極めて重要である．手選別に向か

ない小さな成分の選別には波状フィルターや風力選別

機が適切である．手選別は空調・換気された部屋で行

われ，建設瓦礫以外の成分をポジティブソートし，エ

アカーテン等で仕切られたコンテナで回収する．これ

らの施設では騒音と粉塵に関わる環境対策が不可欠で，

遮音壁，平面計画，発塵源の負圧処理，コンベヤーベ

ルトのカバーリング等きめ細かい対応が行われてい

る12).ドイツでは各種施設の労働災害防止および環境

汚染（ドイツでは人体や住居域への浸入防止の意味を

表すイミッションという言葉が使われ，排出を意味す

るエミッションとは区別される）防止に関しては詳細

な指針が出されており，同時に稼働時における実態調

表5分別による経済的インセンティブ'の

蕊 鰯謹鰯囲圏
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査も頻繁に行われている．

7.2市場性と問題点

選別施設で選別された資源は砂，砕石，金属，木林

プラスチック，軽量成分である．砂，砕石は汚染され

ていなければ再び建設現場で使用可能である．混合廃

棄物に混じっている砂状の鉱物系成分は表面積が大き

いため汚染度が高く，土壌汚染に繋がるためリサイク

ル基準が満たされないことがある．従って，ミュンス

ター市での建設廃棄物の分別回収の様に有害物質の分

別を行うことは混合廃棄物と瓦礫の分別に先だって重

要である．金属とプラスチックは各製造業に返却され

る．木材はシュレッダーにかけられた後，質が良けれ

ばパーティクルボード等に利用できるが，コンポスト

化や焼却にまわされることも多い．但し，ペンキが塗

布されていたり，表面加工されている場合は重金属や

有害物質の含有率が高いため適切な処理システムが確

立していない．軽量成分は最終処分地にて埋め立てら

れるか，焼却される．

8．まとめ

建設混合廃棄物のリサイクルを進めるには現場にお

ける分別が不可欠であるが，現場での分別精度等の問

題から追加的な選別施設の設置や技術の開発が不可欠

である．発生者は建設段階に応じて，施設の状況と照

らし合わせて処理の方法を選択できるが，経済的イン

センティブによる分別収集促進の効果は大きい．自治

体は自らが保有する最終処分場を有効に利用すべく，

環境面，経済面からの情報の公開や適切なアドバイス

を行うことが求められる．また循環経済法で示された

「リサイクルすべき廃棄物」と「処分すべき廃棄物」

の具体的な区別が早々になされることが望まれ，その

ためにも建設混合廃棄物の分別回収の最適化や有害物

エネルギー・資源

質による汚染の影響，選別施設の最適化等，総合的視

点に立脚した実態調査と市場の創出が必要である．
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chutzundReaktorsicherheit
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